
九
州
地
方
豪
雨
災
害
に
対
す
る
政
府
へ
の
申
し
入
れ 

 
 

九
州
地
方
の
豪
雨
災
害
に
つ
い
て
、
我
々
は
直
ち
に
災
害
対
策
特
別
委
員
会

を
開
催
し
、
六
日
に
「
九
州
地
方
豪
雨
災
害
対
策
本
部
」
を
立
ち
上
げ
、
現
地

に
視
察
団
を
派
遣
し
た
。 

 

現
地
調
査
を
行
い
、
被
災
自
治
体
の
関
係
者
や
被
災
者
の
要
望
を
聴
取
し
、 

こ
れ
を
踏
ま
え
て
次
の
諸
項
目
を
政
府
に
申
し
入
れ
る
。 

 

政
府
に
お
か
れ
て
は
、
迅
速
に
対
処
し
、
財
政
的
に
も
人
的
に
も
十
分
な 

対
応
を
取
ら
れ
る
よ
う
強
く
要
請
す
る
。 

  

一
、
「
ゲ
リ
ラ
豪
雨
」
が
い
つ
襲
っ
て
く
る
か
予
測
で
き
な
い
昨
今
で
あ
る 
 

こ
と
か
ら
、
再
び
の
豪
雨
に
耐
え
ら
れ
る
よ
う
な
応
急
の
河
川
、
地
滑
り 

対
策
工
事
な
ど
を
急
ぐ
こ
と
。 

 

二
、
早
期
の
復
旧
、
復
興
に
資
す
る
よ
う
な
「
激
甚
災
害
指
定
」
を
急
ぐ
こ
と
。 

 

三
、
九
州
各
地
の
山
地
な
ど
に
お
い
て
は
相
当
な
被
害
が
生
じ
て
い
る
と 

 

見
ら
れ
て
い
る
が
、
現
場
調
査
が
難
航
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
人
的
支
援
も

含
め
、
被
害
の
全
容
把
握
を
急
ぐ
こ
と
。 

 

四
、
豪
雨
に
よ
る
被
害
の
実
態
を
十
分
踏
ま
え
、「
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
」

の
速
や
か
で
柔
軟
な
運
用
を
図
る
こ
と
。 

 

五
、
農
林
水
産
業
、
商
工
業
、
観
光
業
な
ど
の
復
旧
に
向
け
た
十
分
な
支
援
策

を
講
じ
る
こ
と
。 

 

六
、
公
共
土
木
、
農
林
水
産
施
設
、
水
道
施
設
な
ど
の
復
旧
に
加
え
て
、 

 
 

災
害
廃
棄
物
処
理
な
ど
の
経
費
が
市
町
村
財
政
に
負
担
を
生
じ
な
い
よ
う
、

十
分
な
支
援
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。 

 

七
、
今
回
の
災
害
現
場
を
見
る
に
、
砂
防
ダ
ム
、
治
山
え
ん
堤
な
ど
が
減
災
に

相
当
な
効
果
が
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。 

 
 

単
な
る
現
状
復
旧
だ
け
で
な
く
、
土
壌
の
特
殊
性
を
踏
ま
え
、
災
害
危
険

区
域
へ
の
思
い
切
っ
た
砂
防
、
治
山
施
設
の
整
備
に
取
り
組
む
こ
と
。 

 

右
、
要
請
す
る
。 
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